
【FAX送信用紙】　送信先FAX：092-736-3311

※個人情報については、相続に関するセミナー案内・情報提供のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。

●ご案内・お申込ダイヤル：092-716-1237 （土日・祝日を除く９：００～１８：００）
●お申込Eメール：support@e-souzok.com

参加希望日（いずれかに○をおつけ下さい。）　　　　1月日16（土） 　／ 　1月30日（土） 　／　 2月27日（土）

【相続対策セミナーシリーズ（1/16・1/30・2/27）】

TEL FAX以下のいづれかにチェックをお願い致します。
□三好不動産管理物件のオーナー様
□全住協の会員様
□その他一般の方

メールアドレス

　定員：各回20名
(先着順。定員になり次第締切らせて頂きます。)
※電話・メール・ＦＡＸにてお申し込み下さい

参加費無料

福岡相続サポートセンター・相続コーディネーター／

株式会社三好不動産・財務コンサルティング課課長／ＣＦＰ®

江　頭　　寛講　師

 アクロス福岡　①601号室　②607号室　③606号室
 福岡市中央区天神１－１－１　　電話０９２－７２５－９１１３

場 所

　　　　① 平成22年1月16日（土）　12：30開場／13：00開演／14：45終了予定
　　　　② 平成22年1月30日（土）　12：30開場／13：00開演／14：45終了予定
　　　　③ 平成22年2月27日（土）　12：30開場／13：00開演／14：45終了予定

日 時

　『相続トラブル』という言葉から、皆さんは何を連想されますか？
　多くの方が「相続税(納税)のトラブル」だと思われていらっしゃるようですが、現実に相続の現場で発生しているト
ラブルの大半は、相続税とは無関係です。
一番のトラブルは遺産の分け方に関するもので、財産の多寡に関わらず争いが起こっています。
また、近年では、超高齢化社会特有の新たなトラブルも多発しています。
こういった相続トラブルは、事前に適切な対策を実行しておくことで、軽減したり無くす事が可能です。
相続を「争族」としないために、我が家にも起こりえることと自覚して、準備をしておくことが大切なのです。
そこで、今回のセミナーでは、様々な相続トラブルの実例をご紹介します。遺産分けに関するトラブルが中心です
が、相続税に関するトラブルも一部含まれます。少しでも皆さん自身が身近な問題として捉えて頂けるようなお話
をしたいと思います。

主催：福岡相続サポートセンター
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フリガナ フリガナ

福岡相続サポートセンター
福岡市中央区今川１－１－１　㈱三好不動産内

http://www.e-souzok.com/

※各回、同内容のセミナーです



アクロス福岡
6階会議室

10月4日（日）
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アクロス福岡
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13：00～14：45
アクロス福岡
6階会議室

会　場
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13：00～14：45

13：00～14：45
アクロス福岡
6階会議室

11月21日(土)

10月17日(土) トラブルを防ぐ公正証書遺言の作り方

9月12日(土) トラブルを防ぐ公正証書遺言の作り方

トラブルを防ぐ公正証書遺言の作り方

5月30日(土)
6月13日（土）

12月12日(土)

諦めるのはまだ早い！相続発生後にできる対策

諦めるのはまだ早い！相続発生後にできる対策

12月2日（水） 諦めるのはまだ早い！相続発生後にできる対策

財産把握と評価

7月18日(土)
8月29日（土）

賢い生前贈与のやり方

開　催　日 セ　ミ　ナ　ー　内　容 時　間

3月21日(土)
4月25日（土）

生命保険を相続対策に生かす方法 13：00～14：45

1月31日(土)
2月28日（土）

相続を円滑に進めるための相続法と遺言の知識 13：00～14：45

1月16日（土） 相続にまつわるトラブルと解決に必要な知識 13：00～14：45
アクロス福岡
6階会議室

2月27日（土） 相続にまつわるトラブルと解決に必要な知識 13：00～14：45
アクロス福岡
6階会議室

1月30日（土） 相続にまつわるトラブルと解決に必要な知識 13：00～14：45
アクロス福岡
6階会議室

※開催日程は1月開催分までは確定ですが、2月以降は一部変更となる場合がございます。
※セミナー内容は12月開催分までは確定ですが、1月以降は変更となる場合がございます。
※講師は、福岡相続サポートセンター所属の相続コーディネーター・弁護士・税理士・司法書士等を予定しております。
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